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１． 開催日時 令和６年４月２５日（木）午後１時３０分から午後３時０５分 

 

２． 開催場所 小山市役所６階 大会議室 

 

３．出席委員 １７人 

  

会長 １９番 大塚 稔（議長） 

    １番 保坂 健司   

２番 篠原 和香子   

    ３番 篠﨑 巌 

    ４番 永嶋 朋子 

   ５番 鶴見 礼夫 

   ６番 田口 正剛 

７番 玉野 一雄 

   ９番 黒崎 照男 

１０番 本橋 信男 

１１番 舘野 強志 

１２番 菅沼 正治  

１３番 杉山 力 

１５番 山本 光康 

１６番 石川 政道 

１７番 野原 重雄 

１８番 柏瀨 勝彦 

       

４．欠席委員 ２人 

 

８番 寺田 仁一 

１４番 山口 誠英 
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５．付議事件 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号 非農地証明願について 

議案第５号 農用地利用集積計画（利用権設定等促進事業）の決定について 

議案第６号 農用地利用集積計画（農地中間管理事業）の決定について 

議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集積等促進計画案について

（再配分） 

議案第８号 水利施設等保全高度化事業畑地帯総合整備事業塚崎・田間地区の農業農村活性化計

画の見直しに係る意見について 

議案第９号 小山市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書について 

報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の事務局長専決処理案件に 

ついて 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の事務局長専決処理案件に 

ついて 

 

６．出席職員 

農業委員会事務局 

事務局長 髙橋 信雄 

農地調整係      係長   根本 護 

主査   金澤 卓哉 

主事   山中 啓 

   農地利用最適化推進係 係長   中村 俊也 

主査   田熊 友裕 

農村整備課 

   ほ場整備係      係長   中島 清孝 

              技師   加藤 湧亮 
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会 長  

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会開会にあたり、出席委員数をご報告申し上げます。ただいまの出席委員数は１７名であ

ります。農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により過半数を超えておりますの

で、総会は成立いたします。開会に先立ちまして、大塚会長にご挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

 

ありがとうございました。小山市農業委員会総会規則第５条により、総会議長は会長が務め

ることになっておりますので、大塚会長にこれよりの議事進行をお願いいたします。 

 

ただいまより、第１１回小山市農業委員会総会を開会いたします。お手元の議事日程に基づ

きまして、議事を進行していきたいと思います。 

初めに、議事録署名人の選出を行いたいと思います。いかように選出したらよろしいかお諮

りします。 

 

（議長一任との声あり） 

 

それでは、１番保坂健司委員、１８番柏瀨勝彦委員を議事録署名人に任命いたします。よろ

しくお願いします。 

なお、会議の書記につきましては、農業委員会事務局の山中主事を指名いたします。 

それでは議事に入ります。お手元の議案書をご覧ください。 

議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」、事務局の説明を求めま

す。 

 

 議案第１号 農地法第３条農地等の権利移動に関する許可申請につきまして、ご説明を申し

上げます。 

議案書の２～３ページ、別紙位置図１～９ページをご覧ください。 

 今回は、１１件の申請がございました。 

 

まず、番号１番につきまして、ご説明申し上げます。 

こちらは売買による所有権移転に関する案件でございます。 

対象農地は ：畑２筆 面積 ２，３６２㎡ 

権利取得後の経営面積は ： １６７ａ 

農機具等の保有状況は：トラクター、管理機等を所有しており 

労働力は： ２人 

申請地は、自宅から１kｍのところに位置する農地です。 

以上が１番でございます。 

 

続きまして、番号２番につきまして、ご説明申し上げます。 
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こちらは使用貸借権設定に関する案件でございます。 

対象農地は ：田２筆 面積 ４，３００㎡ 

権利取得後の経営面積は ： ２３０ａ 

農機具等の保有状況は：トラクター、田植機、管理機等を所有しており 

労働力は： ３人 

申請地は、自宅から１ｋｍのところに位置する農地です。 

以上が２番でございます。 

 

続きまして、番号３番につきまして、ご説明申し上げます。 

こちらは売買による所有権移転に関する案件でございます。 

対象農地は ：畑１筆 田２筆、 面積 ８,２７１㎡ 

権利取得後の経営面積は ：１６８ａ 

農機具等の保有状況は：トラクター、管理機等を所有しており 

労働力は： ２人 

申請地は、自宅から１２kｍのところに位置する農地です。 

以上が３番でございます。 

 

続きまして、番号４番につきまして、ご説明申し上げます。 

こちらは使用貸借権設定に関する案件でございます。 

対象農地は ：畑７筆、田２筆 面積 １４，７６３㎡ 

権利取得後の経営面積は ： １４７ａ 

農機具等の保有状況は：トラクター、フォークリフト、管理機等を所有しており 

労働力は： １人 

申請地は、自宅から４００ｍのところに位置する農地です。 

以上が４番でございます。 

 

続きまして、番号５番につきまして、ご説明申し上げます。 

こちらは賃貸借設定に関する案件でございます。 

対象農地は ：畑２筆、田１筆 面積 ６８２㎡ 

権利取得後の経営面積は ： ７７ａ 

農機具等の保有状況は：トラクター、乗用草刈機等を所有しており 

労働力は： １人 

申請地は、自宅から１２ｋｍのところに位置する農地です。 

以上が５番でございます。 

 

続きまして、番号６番につきまして、ご説明申し上げます。 

こちらは賃貸借設定に関する案件でございます。 

対象農地は ：田５筆 面積 ７，１１１㎡ 
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権利取得後の経営面積は ： ７７ａ 

農機具等の保有状況は：トラクター、乗用草刈機等を所有しており 

労働力は： １人 

申請地は、自宅から１２kｍところに位置する農地です。 

以上が６番でございます。 

 

続きまして、番号７番につきまして、ご説明申し上げます。 

こちらは売買による所有権移転に関する案件でございます。 

対象農地は ：田２筆 面積 ３，０７０㎡ 

権利取得後の経営面積は ： ４０９ａ 

農機具等の保有状況は：トラクター、穀物乾燥機、管理機等を所有しており 

労働力は： ２人 

申請地は、自宅から２３kｍところに位置する農地です。 

以上が７番でございます。 

 

続きまして、番号８番につきまして、ご説明申し上げます。 

こちらは使用貸借権設定に関する案件でございます。 

対象農地は ：田１筆 面積 ２，６８７㎡ 

権利取得後の経営面積は ： ７２ａ 

農機具等の保有状況は：トラクター等を所有しており 

労働力は： ２人 

申請地は、自宅から６００ｍところに位置する農地です。 

以上が８番でございます。 

 

続きまして、番号９番につきまして、ご説明申し上げます。 

こちらは賃貸借権設定に関する案件でございます。 

対象農地は ：田１筆 面積 ２，０９５㎡ 

権利取得後の経営面積は ： ７２ａ 

農機具等の保有状況は：トラクター等を所有しており 

労働力は： ２人 

申請地は、自宅から２.８kｍところに位置する農地です。 

以上が９番でございます。 

 

続きまして、番号１０番につきまして、ご説明申し上げます。 

こちらは賃貸借権設定に関する案件でございます。 

対象農地は ：田１筆 面積 １，０９４㎡ 

権利取得後の経営面積は ： ７２ａ 

農機具等の保有状況は：トラクター等を所有しており 
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４番 

 

 

 

 

 

 

 

６番 

 

 

 

 

 

 

４番 

労働力は： ２人 

申請地は、自宅から２.８kｍところに位置する農地です。 

以上が１０番でございます。 

 

続きまして、番号１１番につきまして、ご説明申し上げます。 

こちらは賃貸借権設定に関する案件でございます。 

対象農地は ：田１筆 面積 １，３３２㎡ 

権利取得後の経営面積は ： ７２ａ 

農機具等の保有状況は：トラクター等を所有しており 

労働力は： ２人 

申請地は、自宅から２.８kｍところに位置する農地です。 

以上が１１番でございます。 

 

以上、１１件の案件につきまして、受け人の農業機械・労働力・技術・通作距離等に問題が

無く、農地法第３条第２項各号の不許可要件には該当しないため、許可要件のすべてを満たし

ていると思われます。また、受付後、申請書類及び添付書類を点検・補正し、現地調査を行う

などしましたところ、問題はございませんでした。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、引き続き、地元委員の補足説明をお願いいたし

ます。 

 

番号１番について、補足説明をさせていただきます。本件は農地法第３条の規定による売買

に関する案件です。 

受け人は自己所有の農地を拡大し効率化することを考えており、以前より、農地の取得を検

討していました。 

そのため、申請地の近くで耕作をしている受け人に相談したところ、農地を購入することで

話がまとまったため、今回の申請に及んだものです。  

許可することが相当と思われますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

番号２番について、補足説明をさせていただきます。本件は農地法第３条の規定による使用

貸借権設定に関する案件です。 

渡し人は農地の管理に苦慮しており、以前より農地の処分を検討していました。 

そのため、申請地の近くで耕作をしている受け人に相談したところ、使用貸借権を設定する

ことで話がまとまったため、今回の申請に及んだものです。 

許可することが相当と思われますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

番号３番について、補足説明をさせていただきます。本件は農地法第３条の規定による売買
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 ３番 

 

 

 

 

 

 

９番 

 

 

 

 

 

 

１８番 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

に関する案件です。 

渡し人は農地の管理に苦慮しており、以前より農地の処分を検討していました。 

そのため、受け人と相談したところ、農地を売買することで話がまとまったため、今回の申

請に及んだものです。    

許可することが相当と思われますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

番号４番について、補足説明をさせていただきます。本件は農地法第３条の規定による使用

貸借権設定に関する案件です。 

渡し人は高齢のため、農地の経営移譲を検討していました。 

そのため、共に農地を耕作している甥っ子である受け人に相談したところ、経営移譲するこ

とで話がまとまったため、今回の申請に及んだものです。許可することが相当と思われますの

で、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

番号５番６番について、併せて補足説明をさせていただきます。本件は農地法第３条の規定

による賃借権設定に関する案件です。 

受け人は渡し人が代表をしている法人であり、事業の拡大を考え昨年設立しました。農地に

ついては自身及び母が所有している農地であり、法人化に伴い、今回の申請に及んだもので

す。 

許可することが相当と思われますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

番号７番について、補足説明をさせていただきます。本件は農地法第３条の規定による売買

に関する案件です。 

渡し人は農地の管理に苦慮しており、以前より農地の処分を検討していました。 

そのため、受け人と相談したところ、農地を売買することで話がまとまったため、今回の申

請に及んだものです。    

許可することが相当と思われますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

番号８から１１番について、併せて補足説明をさせていただきます。本件は農地法第３条の

規定による使用貸借権設定及び賃借権設定に関する案件です。 

受け人は周囲のいちご農家が高齢化により規模が縮小する現実を知り、栃木のいちごを守り

たいと考え、知人のもとで農業技術を習得し、新規就農に至りました。 

農地については、いちご栽培に適した農地を探していたところ、研修先農家の農地の他、受

け人の父親の農地を借り受けることで話がまとまったため、今回の申請に及んだものです。 

 

 

ただいま、地元委員からの補足説明がありました。これより、質疑を行います。質疑のある

方は、順次、発言願います。 
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１５番 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２番について、申請者の作付作物及び東京在住の理由について、もう少し詳しい説明をお

願いします。 

 

作付作物は、麦と水稲を予定しております。また、申請者の現住所は東京都となっておりま

すが、実家は小山市内にあり、二拠点生活をしております。また、年間２５０日以上は小山市

内の実家で生活し、農作業に従事しているとのことです。 

 

他に質疑はありませんか。 

 

（特になし） 

 

これにて、質疑を終了します。これより、採決を行います。 

議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」、原案のとおり決するこ

とに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

「異議なし」と認め、議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」、

原案のとおり可決いたします。 

次に、議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」、事務局の説明を

求めます。 

 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、ご説明申し上げます。 

議案書４ページ、別紙位置図１０ページでございます。 

今回は、１件の申請がございました。４月１７日に調査委員会第３班と事務局で現地確認を

実施いたしました。 

 

それでは、番号１番をご覧ください。 

転用の目的は、農業用倉庫及び農機具駐車場でございます。 

転用しようとする土地は、畑１筆、面積２７４㎡。 

申請人は農地の取得を検討した際に、自宅の農業用倉庫が農地に越境していることが分かり

ました。違反の適正化及び農機具駐車場の拡張をするために申請に至ったとのことです。 

申請地は農振農用地区域内にある農地でございますが、農業用施設に関する転用であり、農

振農用地区域内農地の不許可の例外に該当すると考えられます。 

他法令につきましては、都市計画法、農振法、土地改良、盛土条例、いずれも支障なし。 

取水、排水はなし。雨水は敷地内浸透処理。 

周辺の隣地状況ですが、北は宅地、東・南は農地、西は道路。 

農地の境界には保安距離を設けて防除するとのことです。 
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１６番 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上が１番でございます。  

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、引き続き、地元委員の補足説明をお願いいたし

ます。 

 

番号１番について、補足説明いたします。 

受け人は、農地の取得を検討した際に、自宅の農業用倉庫が農地に越境していることが分か

りました。農業用倉庫の適正化及び農機具駐車場を拡張するために、申請に至ったとのことで

す。 

許可することが相当と思われます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、地元委員からの補足説明がありました。これより、質疑を行います。質疑のある

方は、順次、発言願います。 

 

（特になし） 

 

これにて、質疑を終了します。これより、採決を行います。 

議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」、原案のとおり決するこ

とに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

「異議なし」と認め、議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」、

原案のとおり可決いたします。 

次に、議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」、事務局の説明を

求めます。 

 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明申し上げます。 

議案書５ページ、別紙位置図１１、１２ページでございます。 

今回は、４件の申請がございました。番号１番は３月１５日に調査委員会１班、番号２番か

ら４番は４月１７日に調査委員会３班と事務局で現地確認を実施いたしました。 

 

それでは、番号１番をご覧ください。 

転用の目的は、一般住宅でございます。 

転用しようとする土地は、田１筆、面積３１４㎡。 

使用貸借を伴う転用の申請でございます。 

申請の理由ですが、申請人は市内のアパートに家族４人で暮らしています。子どもの成長に

伴って住居が手狭になったため、自己用住宅の建築を計画しました。申請地は実家に隣接して
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おり、育児の協力を得られることから適地であり、今回の申請に至ったとのことです。 

申請地は 10ヘクタール以上の広がりのある一団の農地で、農地区分は第１種農地と考えら

れますが、集落から滲み出し的に行われる転用であり、第 1種農地の不許可の例外に該当する

と考えられます。 

他法令につきましては、都市計画法、農振法、土地改良、盛土条例、いずれも支障なし。 

取水は井戸, 排水は合併浄化槽処理後水路へ放流とのことで、絹土地改良区からの同意を得

ております。雨水は敷地内自然浸透。 

周辺の隣地状況ですが、北は農地、東は道路、南は宅地、西は水路。農地との境にはコンク

リ－トブロックを設け防除するとのことです。 

資金計画につきましては、全体事業費 3,500万円で、融資で賄うとのことで、融資証明書が

添付されております。 

以上が１番でございます。  

 

次に、番号２番をご覧ください。 

転用の目的は、太陽光発電のための工事用搬入路でございます。 

転用しようとする土地は、畑１筆、面積７,９３１㎡のうち７１７.９５㎡。 

賃貸借を伴う転用の申請でございます。 

申請の理由ですが、受け人は、再生可能エネルギー業を営む法人です。東野田の山林に太陽

光発電設備の設置を計画しましたが、資材の搬入に適した道路が確保できずにいました。農地

に鉄板を敷くことで工事用の資材搬入路が確保できるため、申請に至ったとのことです。 

申請地は農振農用地区域内にある農地でございますが、3年以内の一時転用であり、農振農

用地区域内農地の不許可の例外に該当すると考えられます。 

他法令につきましては、都市計画法、農振法、土地改良、盛土条例、いずれも支障なし。 

取水、排水は無し。雨水は敷地内自然浸透。 

周辺の隣地状況ですが、北は山林と農地、東は道路、南は農地と宅地、西は水路。農地との

境には保安距離を設け防除するとのことです。 

資金計画につきましては、太陽光発電の工事費を含み全体事業費 8,000万円で、自己資金で

賄うとのことで、残高証明書が添付されております。 

以上が２番でございます。  

 

次に、番号３番をご覧ください。 

転用の目的は、一般住宅でございます。 

転用しようとする土地は、畑１筆、面積３４５㎡。 

売買を伴う転用の申請でございます。 

受け人は家族３人でアパートに居住しておりますが、子どもの成長に伴い手狭になるため、

自己用住宅の建築を計画しました。申請地は現住所から近く、通勤の利便性が高いことから適

地であり、申請に至ったとのことです。 

申請地は宅地雑種地に囲まれた小集団の農地で、農地区分は第 2種農地と考えられます。 
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議 長 

 

 

１３番 

 

 

 

 

 

４番 

 

 

 

他法令につきましては、都市計画法、農振法、土地改良、盛土条例、いずれも支障なし。 

取水は市水道、排水は市下水道。雨水は敷地内自然浸透。 

周辺の隣地状況ですが、北・南・西は道路、東は山林。周辺との境には保安距離を設けると

のことです。   

資金計画につきましては、全体事業費 2,690万円で、融資で賄うとのことで、融資証明書が

添付されております。 

以上が３番でございます。 

 

次に、番号４番をご覧ください。 

転用の目的は、一般住宅でございます。 

転用しようとする土地は、畑１筆、面積２６４㎡。 

売買を伴う転用の申請でございます。 

申請の理由ですが、受け人は借家に居住しておりますが、以前から手狭に感じており、自己

用住宅の建築を計画しました。申請地は母親の面倒を見るために実家から近く、通勤もしやす

い申請地が適地であるため、今回の申請に至ったとのことです。 

申請地は宅地雑種地に囲まれた小集団の農地で、農地区分は第２種農地と考えられます。  

他法令につきましては、都市計画法、農振法、土地改良、盛土条例、いずれも支障なし。 

取水は市水道, 排水は合併浄化槽処理後宅内処理。雨水は敷地内自然浸透。 

周辺の隣地状況ですが、北・南は農地、東は水路、西は道路。農地との境にはブロック塀と

植栽を設け防除するとのことです。 

資金計画につきましては、全体事業費 3,420万円で、融資で賄うとのことで、融資証明書が

添付されております。 

以上が４番でございます。 

以上４件につきまして、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、引き続き、地元委員の補足説明をお願いいたし

ます。 

 

番号１番について、補足説明いたします。 

受け人は家族４人でアパートに居住しておりますが、子供の成長に伴って手狭になり、自己

用住宅の建築を計画しました。申請地は実家に隣接するので生活の協力も得られ、将来は両親

の面倒を見るためにも適地であるため、申請に至ったとのことです。 

許可することが相当と思われます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

番号２番について、補足説明いたします。 

受け人は、再生可能エネルギー業を営む法人です。東野田の山林に太陽光発電設備の設置を

計画しましたが、工事資材の搬入に適した道路が確保できずにいました。工事用搬入路を確保

するため、農地に鉄板を敷くことが適しているため、申請に至ったとのことです。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可することが相当と思われます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

番号３番について、補足説明いたします。 

受け人は、家族３人でアパートに居住しておりますが、子供の成長により手狭になるため、

自己用住宅の建築を計画しました。申請地は現住所から近く、通勤の利便性が高いことから、

適地であるため、申請に至ったとのことです。 

許可することが相当と思われます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

番号４番について、補足説明いたします。 

受け人は、家に居住しておりますが、以前から手狭に感じており、自己用住宅の建築を計画

しました。申請地は母親の面倒を見るために実家から近く、通勤もしやすい適地であるため、

申請に至ったとのことです。 

許可することが相当と思われます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、地元委員からの補足説明がありました。これより、質疑を行います。質疑のある

方は、順次、発言願います。 

 

（特になし） 

 

これにて、質疑を終了します。これより、採決を行います。 

議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」、原案のとおり決するこ

とに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

「異議なし」と認め議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」、原

案のとおり可決いたします。 

次に、議案第４号「非農地証明願について」、事務局の説明を求めます。 

 

議案第４号 非農地証明願について、ご説明申し上げます。 

議案書６ページ、別紙位置図１３、１４ページでございます。 

今回は、４件の願出がございました。４月１７日に調査委員会３班と事務局で現地確認を実

施いたしました。 

 

それでは、番号１番をご覧ください。 

願出地は、田１筆、面積１６９㎡。 

願出の理由ですが、願出地は昭和 33年以前から貸家で利用されてきました。居住者から購

入の申出がなされ、調査をしたところ、敷地が農地であることが判明したため、今回の願出に
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議 長 

 

 

 ５番 

 

 

至りました。 

願出地は、航空写真により、少なくとも６５年以上宅地として使用されてきたことを確認し

ております。 

以上が１番でございます。 

 

次に、番号２番をご覧ください。 

願出地は、畑４筆、面積５４９㎡。 

願出の理由ですが、願出地は平成 5年以前から農家住宅敷地及び通路として利用されてきま

した。相続した願出地を調査したところ、敷地が農地であることが判明したため、今回の願出

に至りました。 

願出地は、航空写真により、少なくとも３１年以上宅地として使用されてきたことを確認し

ております。 

以上が２番でございます。 

 

次に、番号３番をご覧ください。 

願出地は、畑１筆、面積３２０㎡。 

願出地は昭和 45年以前から住宅敷地として利用されてきました。住宅の建て替えを検討し

た際に調査したところ、敷地が農地であることが判明したため、今回の願出に至りました。 

願出地は、航空写真により、少なくとも５３年以上宅地として使用されてきたことを確認し

ております。 

以上が３番でございます。 

 

次に、番号４番をご覧ください。 

願出地は、畑１筆、面積１３６㎡。 

願出地は昭和 61年以前から宅地として利用されてきました。土地の整理のために登記簿謄

本を確認したところ、敷地の一部が農地であることが判明したため、所有地を整理するために

今回の願出に至りました。 

願出地は、航空写真により、少なくとも５８年以上宅地として使用されてきたことを確認し

ております。 

以上が４番でございます。 

以上４件につきまして、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、引き続き、地元委員の補足説明をお願いいたし

ます。 

 

番号１番について、補足説明いたします。この件に関しまして、私も願出地の現地調査や関

係者から事情を伺いました。 

願出地は、昭和 33年以前から貸家で利用されてきました。居住者から購入の申出がなさ
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議 長 

 

 

 

れ、調査をしたところ、敷地が農地であることが判明したため、今回の願出に及んだとのこと

です。 

非農地で証明してやむを得ないものと思われます。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

番号２番について、補足説明いたします。この件に関しまして、私も願出地の現地調査や関

係者から事情を伺いました。 

願出地は、平成 5年以前から農家住宅敷地及び通路として利用されてきました。相続した願

出地を調査したところ、敷地が農地であることが判明したため、今回の願出に及んだとのこと

です。 

非農地で証明してやむを得ないものと思われます。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

番号３番について、補足説明いたします。この件に関しまして、私も願出地の現地調査や関

係者から事情を伺いました。 

願出地は、昭和 33年以前から貸家で利用されてきました。居住者から購入の申出がなさ

れ、調査をしたところ、敷地が農地であることが判明したため、今回の願出に及んだとのこと

です。 

非農地で証明してやむを得ないものと思われます。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

番号４番について、補足説明いたします。この件に関しまして、私も願出地の現地調査や関

係者から事情を伺いました。 

願出地は、昭和 61年以前から住宅敷地として利用されてきました。土地の整理のために登

記簿謄本を確認したところ、敷地の一部が農地であることが判明したため、今回の願出に及ん

だとのことです。 

非農地で証明してやむを得ないものと思われます。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

ただいま、地元委員からの補足説明がありました。これより、質疑を行います。質疑のある

方は、順次、発言願います。 

 

（特になし） 

 

これにて、質疑を終了します。これより、採決を行います。 

議案第４号「非農地証明願について」、原案のとおり決することに、ご異議ございません

か。 
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議 長 

 

（異議なしとの声あり） 

 

「異議なし」と認め議案第４号「非農地証明願について」、原案のとおり可決いたします。 

次に、議案第５号「農用地利用集積計画（利用権設定等促進事業）の決定について」、審議

いたしますが、その中に委員に関する案件が２件あります。 

これは、農業委員会等に関する法律第３１条に規定する「議事参与の制限」に該当しますの

で、この案件を先に審議したいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

それでは、はじめに議案第５号の利用権設定分のうち、８ページ記載の番号１番は杉山力委

員に関する案件ですので、杉山委員は、一旦退出願います。 

 

（杉山委員 退出） 

 

議案第５号の利用権設定分のうち番号１番について、事務局の説明を求めます。 

 

（議案書の内容を読み上げる） 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより、質疑を行います。質疑のある方は、

順次、発言願います。 

 

（特になし） 

 

これにて、質疑を終了します。これより、採決を行います。 

議案第５号の利用権設定分のうち番号１番について、原案のとおり決することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

「異議なし」と認め議案第５号「農用地利用集積計画（利用権設定等促進事業）の決定につ

いて」の利用権設定分のうち番号１番について、原案のとおり可決いたします。 

杉山委員は入場してください。 

 

（杉山委員 入場） 

 

次に、議案第５号の利用権設定分のうち、８ページ記載の番号１０番は保坂健司委員に関す

る案件ですので、保坂委員は、一旦退出願います。 
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議 長 

 

 

 

 

（保坂委員 退出） 

 

議案第５号の利用権設定分のうち番号１０番について、事務局の説明を求めます。 

 

（議案書の内容を読み上げる） 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより、質疑を行います。質疑のある方は、

順次、発言願います。 

 

（特になし） 

 

これにて、質疑を終了します。これより、採決を行います。 

議案第５号の利用権設定分のうち番号１０番について、原案のとおり決することに、ご異議

ございませんか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

「異議なし」と認め議案第５号「農用地利用集積計画（利用権設定等促進事業）の決定につ

いて」の利用権設定分のうち番号１０番について、原案のとおり可決いたします。 

保坂委員は入場してください。 

 

（保坂委員 入場） 

 

続きまして、議案第５号の所有権移転分、並びに利用権設定分のうち番号２番から９番及び

１１番から３８番について、事務局の説明を求めます。 

 

（議案書の内容を読み上げる） 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより、質疑を行います。質疑のある方は、

順次、発言願います。 

 

（特になし） 

 

これにて、質疑を終了します。これより、採決を行います。 

議案第５号の所有権移転分、並びに利用権設定分のうち番号２番から９番及び１１番から３

８番について、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

（異議なしとの声あり） 

 

「異議なし」と認め議案第５号「農用地利用集積計画（利用権設定等促進事業）の決定につ

いて」の所有権移転分、並びに利用権設定分のうち番号２番から９番及び１１番から３８番に

ついて、原案のとおり可決いたします。 

次に、議案第６号「農用地利用集積計画（農地中間管理事業）の決定について」について、

審議いたしますが、その中に委員に関する案件が１件あります。 

これは、農業委員会等に関する法律第３１条に規定する「議事参与の制限」に該当しますの

で、この案件を先に審議したいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

それでは、はじめに１４ページ記載の番号７番は舘野強志委員に関する案件ですので、舘野

委員は、一旦退出願います。 

 

（舘野委員 退出） 

 

議案第６号のうち番号７番について、事務局の説明を求めます。 

 

（議案書の内容を読み上げる） 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより、質疑を行います。質疑のある方は、

順次、発言願います。 

 

（特になし） 

 

これにて、質疑を終了します。これより、採決を行います。 

議案第６号のうち番号７番について、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

「異議なし」と認め議案第６号「農用地利用集積計画（農地中間管理事業）の決定につい

て」のうち番号７番について、原案のとおり可決いたします。 

舘野委員は入場してください。 

 

（舘野委員 入場） 

 

続きまして、議案第６号のうち番号１番から６番及び８番から７２番について、事務局の説
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

明を求めます。 

 

（議案書の内容を読み上げる） 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより、質疑を行います。質疑のある方は、

順次、発言願います。 

 

（特になし） 

 

これにて、質疑を終了します。これより、採決を行います。 

議案第６号のうち番号１番から６番及び８番から７２番について、原案のとおり決すること

に、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

「異議なし」と認め議案第６号「農用地利用集積計画（農地中間管理事業）の決定につい

て」のうち番号１番から６番及び８番から７２番について、原案のとおり可決いたします。 

次に、議案第７号「農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集積等促進計画

案について（再配分）」について、事務局の説明を求めます。 

 

（議案書の内容を読み上げる） 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより、質疑を行います。質疑のある方は、

順次、発言願います。 

 

（特になし） 

 

これにて、質疑を終了します。これより、採決を行います。 

議案第７号「農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集積等促進計画案につ

いて（再配分）」について、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

「異議なし」と認め議案第７号「農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集

積等促進計画案について（再配分）」について、原案のとおり可決いたします。 

 

議案第８号は「水利施設等保全高度化事業畑地帯総合整備事業塚崎・田間地区の農業農

村活性化計画の見直しに係る意見について」、となりますが、この計画は、市農村整備課
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１番 

 

 

農 村 整

備 課 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

が所管する案件ですので、農村整備課職員の出席を求めます。 

 

（農村整備課職員入室） 

 

それでは、議案第８号について審議いたしますが、当該計画に舘野強志委員が担い手と

して関わっております。 

このことは、本案件が「自己または同居の親族若しくはその配偶者に関する事項」に相

当し、農業委員会法第３１条に規定する「議事参与の制限」に該当します。したがいまし

て、舘野委員は一旦退出願います。 

 

（舘野委員 退出） 

 

議案第８号「水利施設等保全高度化事業畑地帯総合整備事業塚崎・田間地区の農業農村

活性化計画の見直しに係る意見について」、農村整備課より説明を求めます。 

 

（議案書の内容を説明） 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、この議案について、ご意見、ご異議はござ

いませんか。 

 

５０ページに記載の農地集積状況図について、再度説明をお願いします。また、記載の

図の中に水田はあるのでしょうか。 

 

農地集積状況図については、畑や田を示すものではなく、担い手の方に所有権と賃借権

のどちらで集積をしていくのかを示した図です。また、水田の有無につきましては、現在

一部の水田がございますが、圃場整備の際に畑に換地される予定です。 

 

他に、ご意見、ご異議はございませんか。 

 

（特になし） 

 

ご意見、ご異議が無いようですので、お諮りいたします。 

議案第８号「水利施設等保全高度化事業畑地帯総合整備事業塚崎・田間地区の農業農村

活性化計画の見直しに係る意見について」、意見聴取を行った結果、農業委員会として、

「意見なし」である旨、回答してよろしいでしょうか。 

 

（異議なしとの声あり） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

それでは、議案第８号「水利施設等保全高度化事業畑地帯総合整備事業塚崎・田間地区

の農業農村活性化計画の見直しに係る意見について」、農業委員会として議案どおり承認

し、「意見なし」と小山市長に回答いたします。舘野委員は入場してください。 

 

（舘野委員 入場） 

 

農村整備課職員は退出してください。 

 

（農村整備課職員退出） 

 

議案第９号「小山市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について」、事務局の説

明を求めます。 

 

（議案書の内容を読み上げる） 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより、質疑を行います。質疑のある方

は、順次、発言願います。 

 

（特になし） 

 

これにて、質疑を終了します。これより、採決を行います。 

議案第９号「小山市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について」、原案のとお

り決することに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

それでは、議案第９号「小山市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について」に

ついて、原案のとおり可決いたします。 

 

 

報告第１号から第３号について事務局の説明を求めます。 

 

（報告書の内容を読み上げる） 

 

以上で、本日の議題・報告はすべて終了いたしました。 

以上をもちまして、第１１回小山市農業委員会総会を閉会いたします。 
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